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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　シャシに搭載される原動機の出力軸に連結される回転軸を中心として回転可能な円形
　の１個のブレードディスクと、前記ブレードディスクの円周に相互に離間した等間隔位
　置で取り付けられる複数個のブレードとからなる芝刈り作業部を備えた作業車両におい
　て、前記芝刈り作業部のブレードディスクの面上の中央に１個の第２ディスクを相互に
　離間した位置で固定すると共に、前記第２ディスクを前記固定位置で前記ブレードディ
　スクに固定したとき、前記第２ディスクの周縁と前記ブレードディスクの間で外部に連
　通する空間が形成されることを特徴とする作業車両。
【請求項２】
　　前記第２ディスクは平面視において大略正三角形状を呈すると共に、前記第２ディス
　クを前記三角形状の頂点に相当する等間隔の固定位置で前記ブレードディスクに固定す
　ることを特徴とする請求項１に記載の作業車両。
【請求項３】
　　前記ブレードディスクの面上に複数個の凸部が形成されると共に、前記第２ディスク
　を前記複数個の凸部の少なくともいずれかに当接するように前記ブレードディスクに固
　定することを特徴とする請求項１または２に記載の作業車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　この発明は作業車両に関し、より詳しくはそこに搭載される芝刈り作業部の構造に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　作業車両としてシャシに搭載される原動機の出力軸に連結される芝刈り作業部を備え、
シャシに取り付けられた駆動輪で作業エリアを走行して作業する車両は知られており、そ
の例として特許文献１記載の技術を挙げることができる。
【０００３】
　特許文献１記載の作業車両は、シャシに搭載される原動機の出力軸に連結される回転軸
を中心として回転可能な円形の１個のブレードディスクと、ブレードディスクの円周に相
互に離間した等間隔位置で取り付けられる複数個のブレードとからなる芝刈り作業部を備
えるように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－８１４３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１記載の作業車両はブレードの回転径で刈り幅が規定されることから、刈り幅
を増加するためにブレードの回転径を大きくすると、ブレードディスクの振動によって作
業音が増大する不都合があった。
【０００６】
　従って、この発明の課題は上記した不都合を解消し、作業部のブレードの回転径を大き
くしても作業音を抑制するようにした作業車両を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　　上記した課題を解決するため、この発明は、シャシに搭載される原動機の出力軸に連
結される回転軸を中心として回転可能な円形の１個のブレードディスクと、前記ブレード
ディスクの円周に相互に離間した等間隔位置で取り付けられる複数個のブレードとからな
る芝刈り作業部を備えた作業車両において、前記芝刈り作業部のブレードディスクの面上
の中央に１個の第２ディスクを相互に離間した位置で固定すると共に、前記第２ディスク
を前記固定位置で前記ブレードディスクに固定したとき、前記第２ディスクの周縁と前記
ブレードディスクの間で外部に連通する空間が形成される如く構成した。
【発明の効果】
【０００８】
　この発明にあっては、シャシに搭載される原動機の出力軸に連結される回転軸を中心と
して回転可能な円形の１個のブレードディスクと、その円周に相互に離間した等間隔位置
で取り付けられる複数個のブレードとからなる芝刈り作業部を備えた作業車両において、
芝刈り作業部のブレードディスクの面上の中央に１個の第２ディスクを相互に離間した位
置で固定すると共に、第２ディスクを固定位置でブレードディスクに固定したとき、第２
ディスクの周縁とブレードディスクの間で外部に連通する空間が形成される如く構成した
ので、作業音を抑制することができる。
【０００９】
　即ち、ブレードディスクの面上の中央に１個の第２ディスクを相互に離間した位置で固
定することで、ブレードディスクの剛性を高めてブレードディスクの振動を低減すること
ができる。換言すれば、第２ディスクでブレードディスクの振動を抑制することができ、
作業音を抑制することができる。また、ブレードディスクと第２ディスクの間に外部に連
通する空間が形成されることとなり、その空間を高周波の騒音を減少させるように作用さ
せることができ、よって作業音を一層効果的に抑制することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】この発明の実施形態に係る作業車両を全体的に示す概念図である。
【図２】図１の作業車両の上面図である。
【図３】図１の作業車両の作業エリアなどの説明図である。
【図４】図１に模式的に示す車両の実機の底面斜視図である。
【図５】図４の要部拡大図である。
【図６】図５のＶ１－ＶＩ線断面図である。
【図７】図５から一部の部材を除去したときのブレードディスクの斜視図である。
【図８】図５から除去された一部の部材の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図１はこの発明の実施形態に係る作業車両を全体的に示す概念図、図２は図１の作業車
両の上面図、図３は図１の作業車両が自律走行する作業エリアの平面図である。
【００１２】
　図１などにおいて符号１０は作業車両（以下「車両」という）を示す。車両１０は具体
的には芝刈り機からなる。車両１０の車体１２はシャシ（車体フレーム）１２ａとシャシ
１２ａに変位可能に取り付けられるカバー１２ｂとからなる。
【００１３】
　車両１０は、前後方向においてシャシ１２ａの前側にステー１２ｃを介して固定される
比較的小径の左右２個の前輪１４を備えると共に、後側にシャシ１２ａに直接取り付けら
れる比較的大径の左右の後輪１６を備える。
【００１４】
　車両１０のシャシ１２ａの中央位置付近には芝刈り作業部（ブレード、具体的にはロー
タリブレード。以下「作業部」という）２０が取り付けられると共に、その上部には電動
モータ（原動機。以下「作業モータ」という）２２が配置される。作業部２０は作業モー
タ２２に接続され、作業モータ２２によって回転駆動される。
【００１５】
　作業部２０にはユーザの手動操作自在な作業部高さ調節機構２４が連結される。作業部
高さ調節機構２４はユーザの操作可能なハンドルを備え、ユーザがそのハンドルを手で廻
すことで作業部２０の接地面ＧＲからの上下方向の高さが調節可能に構成される。
【００１６】
　車両１０のシャシ１２ａには、作業部２０の後端側で２個の電動モータ（原動機。以下
「走行モータ」という）２６Ｌ，２６Ｒが取り付けられる。走行モータ２６Ｌ，２６Ｒは
左右の後輪１６に接続され、前輪１４を従動輪、後輪１６を駆動輪として左右独立に正転
（前進方向への回転）あるいは逆転（後進方向への回転）させる。作業部２０と作業モー
タ２２と走行モータ２６などはカバー１２ｂで被覆される。
【００１７】
　この実施形態において、車両１０はユーザが運搬可能な重量と寸法を有し、例えば全長
（前後方向長さ）７１ｃｍ程度、全幅５５ｃｍ程度、高さ３０ｃｍ程度の寸法を有する。
【００１８】
　車両１０の後部には搭載充電ユニット３０とそれに接続される搭載電池（バッテリ）３
２とが格納されると共に、シャシ１２ａには一対の電池充電端子３４が前端位置の前方に
突出するように取り付けられる。電池充電端子３４は搭載充電ユニット３０に接続される
。作業モータ２２と走行モータ２６も搭載電池３２に接続され、搭載電池３２から通電さ
れる。
【００１９】
　車両１０において車体１２の前側には左右２個の磁気センサ３６Ｌ，３６Ｒが配置され
ると共に、後側には１個の磁気センサ３６Ｃが配置され、それぞれ磁界の大きさ（磁界強
度）を示す信号を出力する。
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【００２０】
　また、車体１２には、車両１０が障害物や異物との接触によるシャシ１２ａとカバー１
２ｂの間の変位を検出する接触センサ４０が取り付けられる。
【００２１】
　シャシ１２ａの中央位置付近には収納ボックスが設けられると共に、その内部に収納さ
れた回路基板４２上にはＣＰＵと、Ｉ／Ｏと、メモリ（ＲＯＭ，ＥＥＰＲＯＭ，ＲＡＭ）
などを備えたマイクロコンピュータからなる電子制御ユニット（Electronic Control Uni
t。制御装置。以下「ＥＣＵ」という）４４が搭載される。
【００２２】
　また、回路基板４２上には、ＥＣＵ４４に近接して車両１０の重心位置のｚ軸（重力軸
）回りの角速度（ヨーレート）を示す出力を生じる角速度センサ４６と、車両１０に作用
するｘ，ｙ，ｚ軸の直交３軸方向の加速度を示す出力を生じる加速度センサ５０と、地磁
気に応じた絶対方位を示す出力を生じる方位センサ５２と、ＧＰＳ衛星からの電波を受信
して車両１０の現在位置を示す出力を生じるＧＰＳセンサ５４が設けられる。
【００２３】
　また、車両１０の左右の後輪１６の付近には左右の後輪１６の車輪速を示す出力を生じ
る車輪速センサ５６が配置されると共に、シャシ１２ａとカバー１２ｂの間にはユーザな
どによってカバー１２ｂがシャシ１２ａからリフトされた（持ち上げられた）ことを検出
するリフトセンサ６０が配置される。搭載電池３２には搭載電池３２の消費電流を示す出
力を生じる電流センサ６２が配置される。
【００２４】
　また、車両１０には、作業の動作開始などを指令するメインスイッチ６４と非常停止を
指令する非常停止スイッチ６６がユーザの操作自在に設けられる。さらに、カバー１２ｂ
は上面で大きく切り欠かれてそこにユーザの指令などの入力のためのキーボードやタッチ
パネルなどの入力機器６８が設けられると共に、それに隣接してディスプレイ７０が設け
られる。入力機器６８とディスプレイ７０はＥＣＵ４４に接続され、ディスプレイ７０に
はＥＣＵ４４の指令に応じて作業モードなどの各種の情報が表示される。
【００２５】
　磁気センサ３６、接触センサ４０、角速度センサ４６などのセンサ類の出力とメインス
イッチ６４などのスイッチ類の出力はＥＣＵ４４に送られる。ＥＣＵ４４は、それらの出
力に基づき、搭載電池３２から走行モータ２６に通電すると共に、制御値を出力して走行
モータ２６の動作を制御することで車両１０の走行を制御する。
【００２６】
　また、ＥＣＵ４４は磁気センサ３６の出力から作業エリア（作業領域）ＡＲを検出（認
識）し、それに基づいて作業モータ２２に通電して作業エリアＡＲで作業する。
【００２７】
　図３に示す如く、作業エリアＡＲは、その周縁の配置されるエリアワイヤ（電線）７２
によって区画される。作業エリアＡＲには車両１０の搭載電池３２を充電するための充電
ステーション７４が配置される（図３では車両１０などの大きさを誇張して示す）。
【００２８】
　この発明の特徴は上記した構成を備えた車両１０の作業部２０の構造にあるので、以下
それについて説明する。
【００２９】
　図４は図１に模式的に示す車両１０の実機の底面斜視図である。
【００３０】
　図４に示すように、作業部２０は、作業モータ２２の出力軸に連結される回転軸２２ａ
を中心として回転可能な平面視円形の１個のブレードディスク２０ａと、ブレードディス
ク２０ａの円周に相互に離間した１２０度の等間隔位置で取り付けられる３個（複数個）
のブレード２０ｂとからなる。ブレード２０ｂは、ボルト／ナット２０ｂ１を介してブレ
ードディスク２０ａの円周の周縁部に交換可能に取り付けられる。
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【００３１】
　図５は図４の要部拡大図、図６は図５のＶＩ－ＶＩ線断面図、図７は図５から一部の部
材（後述する第２ディスク８０）を除去したときのブレードディスク２０ａの斜視図、図
８はその一部の部材の斜視図である。尚、図５から図７でブレード２０ｂの図示を省略し
た。
【００３２】
　図５と図６に示す如く、ブレードディスク２０ａの周縁には全周にわたって上方（接地
面ＧＲに面する方向）に立ち上がるフランジ２０ａ１が形成されると共に、その径方向内
側には円周方向において１２０度の等間隔で円周方向に延びる切り欠き２０ａ２が３個穿
設される。
【００３３】
　切り欠き２０ａ２の径方向内側には、フランジ２０ａ１から径方向内側に向けて傾斜す
る傾斜部２０ａ３が１２０度の等間隔で３個形成される。傾斜部２０ａ３の外周面は軸線
ＣＬ１（回転軸２２ａの軸線）を中心として円弧状に形成される。
【００３４】
　この実施形態に係る作業部２０において特徴的なことは、図５に示す如く、ブレードデ
ィスク２０ａの面（接地面ＧＲに面する裏面）の中央に１個の第２ディスク８０が相互に
離間した固定位置８０１で固定されたことである。
【００３５】
　図５と図８に示す如く、第２ディスク８０は平面視において大略正三角形状を呈し、第
２ディスク８０はその正三角形状の３個の頂点に相当する１２０度の等間隔の固定位置、
より詳しくは３個の頂点の付近の１２０度の等間隔の固定位置８０１でブレードディスク
２０ａに溶接（例えばスポット溶接、ウエルディング溶接）などで固定される。
【００３６】
　これにより、図６に示す如く、ブレードディスク２０ａと第２ディスク８０の間には局
部的に、より正確には３個の等間隔の固定位置８０１（図６で図示省略）を除く、残余の
部位、即ち、第２ディスク８０の周縁とブレードディスク２０ａの間で外部に連通する空
間８２が形成されるように構成される。
【００３７】
　また、図６と図７に示す如く、ブレードディスク２０ａの面上には、上記した傾斜部２
０ａ３に加え、複数個の凸部が形成される。即ち、ブレードディスク２０ａの面上には、
軸線ＣＬ１が通る中央孔２０ａ４の回りに平面視大略菱形状の第１凸部２０ａ５が先端を
中央孔２０ａ４に向けて１２０度の等間隔で３個形成される。
【００３８】
　さらに、ブレードディスク２０ａの面上には、円周方向において第１凸部２０ａ５の形
成位置の間に、平面視大略矩形状の第２凸部２０ａ６が円周方向に沿って延びるように１
２０度の等間隔で３個形成され、よって第１凸部２０ａ５と第２凸部２０ａ６とでブレー
ドディスク２０ａの剛性を高めるように構成される。
【００３９】
　図５と図６に示す如く、第２ディスク８０は、それら第１凸部２０ａ５と第２凸部２０
ａ６の少なくともいずれか、詳しくは第１凸部２０ａ５に当接するようにブレードディス
ク２０ａに固定される。
【００４０】
　このように、この実施形態にあっては、シャシ１２ａに搭載される作業モータ（原動機
）２２の出力軸に連結される回転軸２２ａを中心として回転可能な円形の１個のブレード
ディスク２０ａと、前記ブレードディスク２０ａの円周に相互に離間した等間隔位置で取
り付けられる複数個（３個）のブレード２０ｂとからなる芝刈り作業部２０を備えた作業
車両１０において、前記芝刈り作業部２０のブレードディスク２０ａの面上の中央に１個
の第２ディスク８０を相互に離間した位置で固定する如く構成したので、作業音を抑制す
ることができる。
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　即ち、ブレードディスク２０ａの面上の中央に１個の第２ディスク８０を相互に離間し
た位置で固定することで、ブレードディスク２０ａの剛性を高めてブレードディスク２０
ａ（作業部２０）の振動を低減することができる。換言すれば、第２ディスク８０でブレ
ードディスク２０ａの振動を抑制することができ、作業音を抑制することができる。
【００４２】
　また、前記第２ディスク８０は平面視において大略正三角形状を呈すると共に、前記第
２ディスク８０を前記三角形状の頂点に相当する等間隔の固定位置８０１で前記ブレード
ディスク２０ａに固定する如く構成したので、ブレードディスク２０ａと第２ディスク８
０の間に局部的に外部に連通する空間８２が形成されることとなり、その空間を高周波の
騒音を減少させるように作用させることができ、よって作業音を一層効果的に抑制するこ
とができる。
【００４３】
　また、前記ブレードディスク２０ａの面上に複数個の凸部（第１凸部２０ａ５、第２凸
部２０ａ６）が形成されると共に、前記第２ディスク８０を前記複数個の凸部の少なくと
もいずれか、例えば第１凸部２０ａ５、より詳しくは第１凸部２０ａ５に当接するように
前記ブレードディスク２０ａに固定する如く構成したので、ブレードディスク２０ａの剛
性を一層高めることができ、よって作業音を一層効果的に抑制することができる。
                                                                                
【００４４】
　尚、第２ディスク８０を３個の第１凸部２０ａ５の全てに当接させたが、３個のうちの
１個でも良く、さらには第２凸部２０ａ６の全てまたは一部に当接させても良い。
【００４５】
　尚、上記において、第２ディスク８０をブレードディスク２０ａに固定位置８０１にお
いて溶接で固定したが、それに限られるものではなく、ボルト、ねじなどの締結具、ある
いはカシメなどで固定しても良い。
【００４６】
　第１凸部２０ａ５と第２凸部２０ａ６の個数を３個としたが、第１凸部２０ａ５と第２
凸部２０ａ６は２個または４個以上であっても良い。
【００４７】
　また、車両１０として作業エリアＡＲの周縁に配置されるエリアワイヤ７２の磁界を検
出しながら自律走行する自律走行車両を例示したが、車両１０は、その種の車両に限られ
るものではなく、作業車両であればどのようなものでも良い。
【符号の説明】
【００４８】
１０　作業車両（車両）、１２　車体、１２ａ　シャシ、１２ｂ　カバー、１４　前輪、
１６　後輪、２０　芝刈り作業部、２０ａ　ブレードディスク（ディスク）、２０ａ１　
フランジ、２０ａ２　切り欠き、２０ａ３　傾斜部、２０ａ４　中央孔、２０ａ５　第１
凸部、２０ａ６　第２凸部、２０ｂ　ブレード、２０ｂ１　ボルト／ナット、２２　電動
モータ（作業モータ）、２２ａ　回転軸、２４　作業部高さ調節機構、２６　電動モータ
（走行モータ）、３０　搭載充電ユニット、３２　搭載電池、３４　電池充電端子、３６
　磁気センサ、４０　接触センサ、４４　電子制御ユニット（ＥＣＵ）、４６　角速度セ
ンサ、５０　加速度センサ、５２　方位センサ、５４　ＧＰＳセンサ、５６　車輪速セン
サ、６０　リフトセンサ、６２　電流センサ、６８　入力機器、７０　ディスプレイ、７
２　エリアワイヤ、７４　充電ステーション、８０　第２ディスク、８０１　固定位置、
８２　空間、ＡＲ　作業エリア



(7) JP 6802852 B2 2020.12.23

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】



(8) JP 6802852 B2 2020.12.23

10

フロントページの続き

(72)発明者  大窪　晋
            埼玉県和光市中央１丁目４番１号　株式会社本田技術研究所内

    審査官  中村　圭伸

(56)参考文献  特開２０１６－１８５０９１（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０６８１７１０２（ＵＳ，Ｂ２）　　
              特許第３９６６８３４（ＪＰ，Ｂ２）　　
              実開昭５８－０１６０１４（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実公昭４２－００８９７９（ＪＰ，Ｙ１）　　
              実公昭６３－０２５９６０（ＪＰ，Ｙ２）　　
              特開平０９－０２８１５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              仏国特許出願公開第０２８３５３９３（ＦＲ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ０１Ｄ　　３４／６３　－　３４／８２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

